






❷ 道路貨物運送業、倉庫業、梱包業、卸売業（京田西、臨海、新堀、平田軽、松山工業団地内のみ）
❶ 製造業、情報サービス業、コールセンター業、学術・開発研究機関（準工業地域、工業地域、工業専用地域）

対象業種

申請期限

［一般］

❸ 新エネルギー関連企業（臨海工業団地内の指定地域）

取得した用地において操業を開始した日の属する年の翌年4月末日

工場（❶と❸） 事業所（❷）

新設・移設　1,000㎡以上　　　拡充　500㎡以上

2億円（製造業以外は1億円）

面積

雇用増加

助成率

限度額

要
件

内
容

大企業 大企業 中小企業（卸売業）中小企業

30％

30人以上

20％

10人以上

30％

5人以上

20％

10人以上 3人以上

3億円

市外からの新規立地（❶）

大企業 中小企業

50％

50人以上 10人以上

20％

3人以上

初期投資・経費

総額 3億9,598万円

用地取得費
8,500万円

不動産取得税
733万円

工場建設費
2億円

機械装置購入費
1億円

固定資産税（初年度）
365万円

優遇措置適用後

負担額 2億7,520万円

用地取得助成金
4,250万円

企業立地促進補助金
6,000万円

固定資産税 課税免除
1,095万円

実際の負担
2億7,520万円

不動産取得税 課税免除
733万円

約3割
軽減！

企業支援
制度

酒田市は、全国トップクラスの優遇制度を用意し、立地企業の初
期投資の軽減を図っています。進出を検討されている企業のニーズ
に合わせた柔軟な補助、助成制度により設備投資や雇用に対して
は、山形県と連携し各種補助金を用意しています。また、酒田市内
にすでに立地された企業に対しても各種の優遇制度を用意し、新
たな事業展開に向けての活用ができます。
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市内の工業団地や民有地を取得し操業を開始した場合、用地取得費の50％
（限度額3億円）までを助成します。

用地取得助成金
（酒田市）

初期投資額シュミレーション

用地の取得に対する助成

※ 取得した用地が、過去に本助成の適用を受けている場合は対象となりません。

［試算条件］
❶市外から新たに立地するものとする
❷業種は製造業とする
❸酒田京田西工業団地の用地5,000㎡を取得する
❹工場面積は2,200㎡で、建設費を2億円とする
❺機械装置を1億円で取得する
❻操業開始時に10名を新規雇用する
❼優遇制度を最大限活用する

PREFERNTIAL
TREATMENT
SYSTEM

【市】用地取得費の50％を助成！

【県】固定資産取得費の20％を補助！

【県】不動産取得税を免除！

【市】操業後5年間の固定資産税相当額を助成！

初期投資額3億9,598万円のうち
優遇措置を活用することで、
1億2,078万円（約3割）が軽減！
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山形県の誘致により、県外から新たに進出する企業対象企業

製造業等対象業種

土地を除く固定資産取得額（消費税を除く）対象経費

❶3億円　❷10億円限度額

［一般］

土地を除く固定資産取得額が3億円以上
（空工場の取得の場合は、5,000万円以上）

❶新規地元常用雇用者（人員移動
　含む）：10名以上

❷新規地元常用雇用者（人員移動
　含む）：20名以上 

操業 

取得額

雇用

対象経費が15億円までの部分の20％と、15億円を超える部分の5％の
合計額 

補 助 率 

用地を取得した日から事業所の建設着手後60日を経過する日と、操業
を開始する日のいずれか早い日までに企業立地計画書を提出すること

申請期限

補
助
要
件

補
助
内
容

15億円以下 15億円超

用地取得から1年以内の着手、
2年以内の操業 

用地取得から1年以内の着手、
3年以内の操業 

酒田市の誘致により、市内の賃借物件に立地した市外企業対象企業

製造業、情報サービス業、学術・開発研究機関対象業種

1企業あたり 3,000万円（12月毎の限度額1,000万円）限度額

対象経費と
助成内容

市内全域地域

操業開始に伴い雇用保険一般被保険者を5名以上雇用（移転者を含
む）し、交付年度においても維持すること 

雇用

操業を開始した日の属する月の末日までに適用指定申請書と事業計
画書を提出すること

申請期限

要
件

内
容

（1）土地及び建物の賃借料（敷金、礼金、権利金その他これらに類する
　  ものを除く）⇒ 36月分の賃借料の2分の1以内を助成（中心市街地
　  エリアに貸借して立地する市外IT企業は60月分）
（2）事業開始までに要した改装費用
　  ⇒ 2分の1以内を助成（初回交付申請時のみ） 

対象事業者 補助案件 補助金の額対象経費（消費税を除く）区分

新
設

貸
借

取
得

県の誘致により県外か
ら新たに進出する、IT
業（ソフトウェア業、情
報処理・提供サービス
業、インターネット付随
サービス業）及びデザ
イン業を行う企業

県の誘致により県外か
ら新たに進出する、IT
業、デザイン業及びコー
ルセンター業
（バックオフィス業務を
含む）を行う企業

新規地元常用雇用者が5名以上
※IT業向け特例に該当する場合は1名以上

❶雇用奨励金

❷開設後5年間の事業
　所貸借料

❸初期費用
　※IT業のみ

補助率等：
❶1名あたり30万円
　(IT業：1名あたり60万円)
❷1/2
❸1/2
○限度額：3億円
（❶～❸に係る補助金の合計額通算）

（1）土地を除く固定資産の取得額1億円以上
（2）新規地元常用雇用者が5名（コールセン
　  ター業については10名）以上
※IT業向け特例に該当する場合は1名以上
（3）用地取得から1年以内の着手、2年（対象
　 経費が15億を超える場合は3年）以内の
　 操業

❶雇用奨励金

❷土地を除く固定資産
　の取得額

補助率等:
❶1名あたり30万円
　(IT業：1名あたり60万円)
❷15億円以下の部分は20%
　15億円を超える部分は5%
○限度額：10億円
（❶❷に係る補助金の合計額通算）

県誘致、県外からの新規進出、IT業及びデザイン業に対して、雇用や建物設備の貸借
料等を補助します。

山形県ソフト産業立地促進
補助金（山形県）

建物や設備を取得する場合、固定資産取得額に

対して、最大50億円まで補助します。

山形県企業立地促進補助金 
（山形県）

建物、設備の取得・賃借に対する助成

市内の賃借物件に立地した市外企業者に対して、
土地建物賃借料と改装費用の１/２を助成します。

山形県の補助金との併用で最大５年間の
賃借料を100%助成！

賃借型立地企業定着促進
助成金 （酒田市）
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